
 

（別紙） 

令和５年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（申合せ） 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、経済・社会構造が大

きく変化している状況の中で、学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で、社

会に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、正常な学校教育と学

生の学修環境を確保することが不可欠である。 

 その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、令和５年度卒業・修了

予定者の就職・採用活動が多様化している中で、学生の均等な就職機会を確保するため、

各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせる。 

 この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを

実行するよう努める。 

 なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会

としても企業等に対し協力要請を行う。 

記 

１．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、学生の学修時間

の確保や留学などの多様な経験を得る機会の確保など、学生の学修環境の整備であるこ

とを再度認識する。その上で、各大学等は、学事暦に十分に配慮し、以下の就職・採用

選考活動の日程を遵守するとともに、企業等に対して、その遵守を要請する。 

・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

・正式な内定日   ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 

なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及

び採用選考活動を実施することを企業等に要請する。 

また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。 

２．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供

に努めるとともに、個別の相談や指導等を行い、企業等に具体的な対応を要請する必要

がないか確認するなど、きめ細かな支援を行う。 

３．各大学等は、採用選考において学生の学業への取組状況を適切に評価するよう企業等

に要請するとともに、企業等で適切な評価に資する情報を、積極的に提供し、学生が自

らの成果を企業等に対して容易に説明ができるように努める。 
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４．各大学等は、インターンシップの本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めることに

努める。また、「企業説明会」については、「ワンデーインターンシップ」などと称し

て実施することがないよう、特に留意すること、なお、インターンシップ等で取得した

学生情報について、広報活動・採用選考活動に使用しないことを、企業等に要請する。 

５．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっ

ては、新卒採用サービスの多様化に伴い、学生がその特徴を十分に理解した上で、業界

・企業の十分な研究を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生への周

知・指導すること。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での

案内にも十分に留意すること。 

具体的取組 

１． 就職・採用選考活動の円滑な実施 

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項

大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、

「学校推薦」、「正式内定開始日」について、以下の取扱いを遵守すること。 

① 「企業説明会」の取扱い

企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広

く学生に発信する「企業説明会」に対する会場提供や協力については、卒業・修了

前年度３月１日以降とすること。また、「ワンデーインターンシップ」などと称し

て、就業体験を伴わず、実態として特定の企業の説明にとどまるプログラムとなら

ないように留意すること。 

② 学校推薦の取扱い

学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とすること。

③ 正式内定に至るまでの対応

学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続す

ることがないよう誠意ある対応に努めることを指導するとともに、９月３０日以

前の内々定は学生を拘束するものではない旨を周知徹底すること。 

（２）学生への周知・情報提供

① 就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知

各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等につ

いて、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周知すること。特に、採用選考活動

が授業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選

考関係の日程が重複する場合には、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談

することが可能であることを周知・指導すること。 



 

② 留学や教育実習等を希望する学生への周知

各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機

会を設けることについて、積極的に検討するよう依頼しているとともに、そうした

機会を提供している場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知

・指導すること。

③ 就職関連情報の積極的な提供

学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定の企業に偏らない

様々な企業に関する情報や、学部・分野別の就職実績等に関する情報の積極的な提

供に努めること。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めてい

る大学等は、日本人海外留学者ⅲや外国人留学生に対し、企業での採用に関する情報

をインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提供し、就職活動にお

いて不利にならないよう配慮すること。 

（３）学修成果等に関する情報の公表等の実施

各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの学業への取組状況を学生が企業等に

対して容易に説明ができるよう、企業等にとって利用しやすい形（ｅポートフォリ

オなど）で提供するなど、当該取組状況の適切な評価に資する情報を企業等に積極

的に提供すること。 

（４）相談体制の充実

就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったこと

や、企業等の職員からのハラスメントなど、あってはならないことが過去に起こっ

ていることから、ガイダンスなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するととも

に、これらに学生が巻き込まれた場合に適切な対応ができるよう、既存の就職支援

窓口の充実や学生支援担当者の意識啓発を進めること。 

２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について 

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知

インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方Ⅳ」

（以下、「三省合意」という）では「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリア

に関連した就業体験を行うこと」とされていることから、大学教育の一環として位

置付けるとともに、各大学等が積極的に関与すること。各大学等が実施に関わる場

合は、「三省合意」及び「「インターンシップの更なる充実に向けて 議論の取りま

とめ」等を踏まえた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」に係る

留意点についてⅤ」を踏まえ、適切な実施を徹底すること。 

学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのもので

はないということを周知すること。また、「ワンデーインターンシップ」などと称

して、実質的に就業体験が伴わず業務説明の場となっているものについては、イン



 

ターンシップではない旨を周知すること。

加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの

参加を理由に授業等を欠席することは認めないことが望ましいこと。 

なお、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等において、

今後の学生に対する指導等の際、必要に応じて当該企業等に関する情報として共有

すること。 

（２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い

各大学等は、企業等がインターンシップ等で取得した学生情報について、広報活

動・採用選考活動に使用しないことを要請すること。ただし、令和５年度卒業・修

了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインタ

ーンシップで、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されてい

る場合は、この限りではない。 

３．その他の事項について 

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用

各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職

活動を行う際には、それらが本申合せを遵守したサービスであることを確認すると

ともに、学生がそれぞれのサービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指

導し、学生が学業と就職活動を両立できる環境の確保に努めること。なお、就職・

採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内にも十分に留意するこ

と。 

（２）各大学等における職員採用の対応

企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用において

も、本申合せを踏まえた対応を行うこと。 

（３）本申合せの周知

各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知

徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応すること。 

また、企業等に対しても、本申合せの内容の周知を図ること。各大学等による企

業等への直接的な要請は本申合せの趣旨の理解促進に極めて重要であるため、各大

学は主体的に上記に取り組み、一層の周知徹底に努めること。 




